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嘩害児が利用できる放課後支援策について  

実施主体  
20年度予算額  

事業概要   対象者  
平成19年度か所数  

（実施場所）  
日額or月額  

（障害児受入か所数）   

日中において監護する者がい  

な邑ため、一時的に見守り等の支援  
地域生活支援事業  

日中一時支援事業  が必要な障害者等の日中における活  市町村  
（400億円）の内数  

動の場を確保し、障害者等の家族の  障害児（者）  
（特段の定めなし）  

（補助金）  
1，527市町村  

（障害部）  
就労支援及び障害者等を日常的に  で実施   

介護している家族の一時的な休息を  自治体毎の判断  
図る。  

187億円  
共働き家庭など  のおお  留守家庭の  

むね10歳未満の児童に対して、児童  おおむね  
市町村  

（補助金）  

放課後児童クラブ  
16，685か所  

（雇児局）  
10歳未満の  （小学校の余裕教室、  

1クラブ当たり  

（6，538か所）  
放課後に適切な遊び、生活の場を与  

児童  
児童館等）  ※H19．5．1現在   

えて、その健全育成を図る。  月額20万円  
※児童数36～70人の場合  

放課後や週末等にすべての子ど  78億円  
放課後子ども教室   もを対象として、安全・安心な子ども  

6，267か所★  

推進事業  の活動拠点（居場所）を設け、さまざ   主に小学生  
市町村  （補助金）  （－）   

（文科省）   まな体験活動や交流活動等の取組  
（小学校の余裕教室等）  

みを推進する。  自治体毎の判断   ★見込を含む   

介護給付費  
（日中活動・居住サービス  

（参考）  
日常生活における基本的動作の指  就学前児童を   市町村  

（3，740億円））の内数  

（負担金）  
1，092か所  

児童デイサービス事業  
原則   （特段の定めなし）  ※H18．10．1現在   

（障害部）  

1人日額2，830円  
★11～20人の定員の場合  
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児童デイサ「ビス  

E対象児童】  

○ 療育の観点から個別療育、集団療育を行う必要が認められる児童。  

※ 市町村は、支給決定の際、当該児童が療育指導を必要とするか否かについて、児童相談所一保健所に意見を求める   

ことが望ましいものとする。  

※ 放課後対策、レスバイトを理由とする利用については、地域生活支援事業の「日中一時支援事業」等で対応  

【人員配置∃  【事業内容】  

○ 療育目標を設定した個別プログラムの策定及び評価。  
○ 指導員等による児童への個別指導を1日に一定時間以上行う。  
○ 個別プログラムに沿った集団療育を行う。  
○ 保健、医療、教育も含めた支援システムを構築するため、関係機関  
と連携を図る。  

○ サービス管理責任者   

○ 指導員又は保育士  

10：2以上  

E報酬単価】  

508単位（1日あたり平均利用人員11～20人）  
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〔経過措置の取扱い〕   

平成18年9月30日において、児童デイサービスを実施している事業者及びその利用者に配慮し、施行後3年間は、  
事業所として一定の要件を満たすものを指定児童デイサービス事業所とみなす。  

E対象児童】  

○ 療育の観点から、集団療育を行う必要が認められる児童（必要に応じ児童相談所・保健所に意見を求める）。  

【人員配置】  【事業内容】  

0 指導員又は保育士  
15：2以上  

【報酬単価】  
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【利用者】  

Q 
＿   l   

■ おいて監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と市町村が認めた障害者（児） ‾‾‾‾‾■‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾●‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾■‾‾‾‾‾‾‾‾－■‾■■－■■■－‾■■■一一‾‾■‾－‾‾一‾‾■■■■－－－■－■■■－－－－－－－－－－－一－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－一－－－一一－－－－「  剖     ヽl  

従来の「障害児タイムケア事業」、「知的障害児・者短期入所事業の日中預かり」、「身体・知的障害者  
デイサービス事業」の一部を取り込む形で地域生活支援事業（市町村が行う事業）に位置づけ。  

障害児タイムケア事業等の再編  

【サービス内容等】  

○日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、学校  
の空き教室等において、障害者等に活動の場を提供し、  
見守り、社会に適応するための日常的な訓練等を行う。  

○障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に  

介護している家族の一時的な休息を目的とする。  

利用定員及び職員等の配置基準  

については、適切なサービス提供  
が行えるよう市町村が定める。  

【実施状況】  

【H18’】1，397市町村（76．5％）⇒【H19’】1，527市町村（84．0％）  
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放課後児童クラブにおける障害児の受入れ状況  

く放課後児童クラブの概要〉  

児童福祉法第6条の2第2項の規定に基づき、保護者が労働等により、昼間家庭にいない小学校に  

修学しているおおむね10歳未満の児童に対し、授業の終了後に児童厚生施設等を利用して適切な  
遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るもの。  

⊆
 
 

平成19年  平成18年   平成17年  平成16年  平成15年  

（注）（）内は、全クラブ数に占める割合、［］内は全登録児童数に占める割合である。  〈厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課調べ〉  

受入れに対する経真の補助 く障害児受入推進事業〉  

放課後児童クラブにおける障害児の受入推進を図るため、障害児対応の指導員を各クラブに配置するた  
めの経費。（平成20年度予算1クラブ当たり年額1，421，000円）  
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○ 障害者自立支援法では、障害者の就労を積極的に支援し、■障害者が地域で自立して暮らして   
いくことができるよう、就労移行支援や就労継続支援などの事業を創設。  

015歳以上の障害を持つ児童についても、児童相談所長が認めた場合などには、上記サービ   

スを利用することが可能。【障害者自立支援法附則第2条】  

＜18歳末満の者の就労系サービス利用者数＞  
（N＝50，川2人）  

く就労系サービス利用者数の年齢構成＞  

精神関連施設  
2人  

身体関連施設   

11人  
人   割合（％）   

18歳末清   148   0 

18歳以上65歳未満   47，868   95．5％   

65歳以上   1，746   3．5％   

無回答   340   0．7％   

合計   50．102   100．0％  

【出典】平成18年度社会就労センター実態調査報告書  

（注）身体関連施設：身体障害者入所授産施設、身体障害者通所授産施設、身体障害者福祉工場、身体障害者小規模適所授産施設  
知的関連施設：知的障害者入所授産施設、知的障害者適所授産施設、知的障害者福祉工場、知的障害者小規模適所授産施設  
精神関連施設：精神障害者入所授産施設、精神障害者適所授産施設、精神障害者福祉工場、精神障害者小規模適所授産施設  
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★ 障害者の職業能力開発の推進について（H20）  

（注）特別支援学校高等部等卒業生の進路状況は、文部科学省「特別支援教育資料」（平成19年5月）  

授産施設等からの就職者の割合は平成12年度社会就労センター実態調査報告書  

ハローワークの有効求職者は平成19年3月末現在。年間就職者数は平成18年度  

障害者職業能力開発校－一般校活用事業・障害者委託訓練の就職率は18年度  
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